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Ⅵ 選挙意識 

１  政治家の寄附が罰則の対象となることの認知と認知媒体 

◇ 政治家の寄附が罰則の対象になることを「知っていた」人は 87.8％ 

問20 政治家が選挙区内の人に寄附をすることは禁止されており、原則として罰則の対象となりますが、

あなたはこのことをご存じでしたか。（○は１つだけ） 

図表Ⅵ－１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

（問20で「1 知っていた」とお答えの方に） 

問20－１ あなたは、このことを何で知りましたか。次の中からあげてください。（○はいくつでも） 

図表Ⅵ－１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政治家が選挙区内の人に寄附をすることは禁止されており、原則として罰則の対象となることを「知

っていた」人は 87.8％、「知らなかった」は 10.7％となっている。 

平成 29年調査（第 17回 市長選挙後）と比較すると、「知っていた」（87.8％）は、前回（91.3％）か

ら 3.5ポイント減少している。（図表Ⅵ－１－１） 

政治家の寄附が罰則の対象となることを「知っていた」と答えた方（2,020人）に、知ったきっかけを

聞いたところ、「テレビ、ラジオ」が 52.5％で最も多く、次いで「新聞」（24.5％）、「家族や知人の話」

（13.2％）、「『広報よこはま』」（8.0％）などの順となっている。 

平成 29年調査（第 17回 市長選挙後）と比較すると、「家族や知人の話」、「その他」、「何で知ったか

忘れた」を除くすべての項目で減少している。（図表Ⅵ－１－２） 
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性・年齢別にみると、「知っていた」は、男女ともに 18～24歳が最も低くなっており、おおむね年代が

高くなるにつれて割合も高くなっている。（図表Ⅵ－１－３） 

市政への関心度別にみると、「知っていた」は市政に関心のある人（92.2％）の方が、市政に関心のな

い人（79.1％）より 13.1ポイント高くなっている。（図表Ⅵ－１－３） 

投票参加別にみると、「知っていた」は、投票した人（90.3％）の方が、投票しなかった人（84.1％）

より 6.2ポイント高くなっている。（図表Ⅵ－１－３） 

 

図表Ⅵ－１－３ 政治家の寄附が罰則の対象となることの認知 

（性・年齢別、市政への関心度別、投票参加別） 
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２  罰則をもって禁止されている寄附にあたるもの 

◇ 「お歳暮やお中元、おみやげ」が 82.9％ 

問21 政治家が、選挙区内の人に金品を贈ることは、禁止されています。次の1～5は、罰則をもって禁止

されている寄附にあたるものですが、あなたの知っているものをすべてあげてください。(○はいく

つでも) 

図表Ⅵ－２－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

罰則をもって禁止されている寄附にあたるものを知っているか聞いたところ、「お歳暮やお中元、おみ

やげ」が 82.9％で最も多く、次いで「お祭りへの寄附や差し入れ」（54.5％）、「地域の運動会やスポ－ツ

大会への差し入れ」（45.0％）、「葬式の花輪、供花」（41.9％）、「秘書等が代理で出席する場合の葬式の香

典」（38.8％）、の順となっている。 

平成 29年調査（第 17回 市長選挙後）と比較すると、全ての項目で減少している。（図表Ⅵ－２－１） 

 

 

 

 

 

 

  

82.9

54.5

45.0

41.9

38.8

11.7

86.1

55.1

45.5

50.2

43.4

8.9

86.5

56.3

47.1

49.4

40.6

9.2

0 20 40 60 80 100

お歳暮やお中元、おみやげ

お祭りへの寄附や差し入れ

地域の運動会やスポーツ大会へ

の差し入れ

葬式の花輪、供花

秘書等が代理で出席する場合の

葬式の香典

無回答・無効票

今 回 調 査

第18回統一地方選挙後（n=2,300）

平成29年調査

第17回市長選挙後（n=2,492）

平成27年調査

第16回統一地方選挙後（n=3,283）

（％） 

お歳暮やお中元、おみやげ 

お祭りへの寄附や差し入れ 

地域の運動会やスポーツ大会への差し入れ 

葬式の花輪、供花 

秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典 

無回答・無効票 

 



－ 87 － 
 

□葬式の花輪、供花 

□お祭りへの寄附
や差し入れ 

□秘書等が代理で出
席する場合の葬式
の香典 

□地域の運動会や
スポーツ大会へ
の差し入れ 

 

性・年齢別にみると、「お歳暮やお中元、おみやげ」は男女ともすべての年代で最も高く、女性 18～29

歳を除いてすべて 70～90％台の比較的高い数値となっている。「お祭りへの寄附や差し入れ」は『男性

（計）』(59.4％）の方が『女性（計）』(51.2％）より 8.2ポイント高くなっている。「地域の運動会やス

ポ－ツ大会への差し入れ」は『男性（計）』(50.5％）の方が『女性（計）』(41.0％）より 9.5ポイント高

くなっている。各項目とも、おおむね高い年代ほど知っているものの割合が高くなる傾向にある。（図表

Ⅵ－２－２） 

 

図表Ⅵ－２－２ 罰則をもって禁止されている寄附にあたるもの（性・年齢別） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□お歳暮やお中元、
おみやげ 

（％） 

82.9

85.6

74.5

80.0

80.2

89.4

89.1

92.1

90.5

81.8

68.6

69.2

78.7

87.2

89.8

89.4

85.1

0 50 100

全体(n=2300)

男性（計）(n=980)

18～24歳(n=102)

25～29歳(n=75)

30代(n=222)

40代(n=104)

50代(n=138)

60代(n=126)

70歳以上(n=211)

女性（計）(n=1286)

18～24歳(n=137)

25～29歳(n=104)

30代(n=343)

40代(n=179)

50代(n=167)

60代(n=161)

70歳以上(n=195)

54.5

59.4

49.0

56.0

57.2

57.7

56.5

67.5

65.9

51.2

40.9

46.2

46.6

49.7

55.1

60.9

59.5

0 50 100

全体(n=2300)

男性（計）(n=980)

18～24歳(n=102)

25～29歳(n=75)

30代(n=222)

40代(n=104)

50代(n=138)

60代(n=126)

70歳以上(n=211)

女性（計）(n=1286)

18～24歳(n=137)

25～29歳(n=104)

30代(n=343)

40代(n=179)

50代(n=167)

60代(n=161)

70歳以上(n=195)

45.0

50.5

40.2

41.3

46.4

48.1

51.4

60.3

57.8

41.0

29.2

30.8

35.9

40.8

46.7

52.2

49.7

0 50 100

41.9

46.7

22.5

30.7

31.1

44.2

43.5

62.7

74.4

38.5

18.2

12.5

24.2

33.5

47.9

65.8

65.6

0 50 100

38.8

44.1

26.5

30.7

33.3

44.2

47.8

57.9

57.8

34.9

22.6

17.3

25.7

31.3

41.3

51.6

53.3

0 50 100

全体 (n= 2,300) 

【性・年齢別】   

男性（計） (n= 980) 

18～24歳 (n= 102) 

25～29歳 (n= 75) 

30代 (n= 222) 

40代 (n= 104) 

50代 (n= 138) 

60代 (n= 126) 

70歳以上 (n= 211) 

   

女性（計） (n= 1,286) 

18～24歳 (n= 137) 

25～29歳 (n= 104) 

30代 (n= 343) 

40代 (n= 179) 

50代 (n= 167) 

60代 (n= 161) 

70歳以上 (n= 195) 

 

全体 (n= 2,300) 

【性・年齢別】   

男性（計） (n= 980) 

18～24歳 (n= 102) 

25～29歳 (n= 75) 

30代 (n= 222) 

40代 (n= 104) 

50代 (n= 138) 

60代 (n= 126) 

70歳以上 (n= 211) 

   

女性（計） (n= 1,286) 

18～24歳 (n= 137) 

25～29歳 (n= 104) 

30代 (n= 343) 

40代 (n= 179) 

50代 (n= 167) 

60代 (n= 161) 

70歳以上 (n= 195) 

 


	第１　調査のあらまし
	１ 調査目的
	２ 調査項目
	３ 調査仕様
	４ 回収結果
	５ 結果の表示
	６ 時系列比較で使用している過去の調査の概要

	第２　調査結果の概要
	Ⅰ　市民生活
	Ⅱ　政治意識
	Ⅲ　統一地方選挙での投票行動
	Ⅳ　投票率や制度の改善に関する意識
	Ⅴ　選挙意識

	第３　調査結果
	Ⅰ　調査対象者の属性
	１ 性　別
	２ 年　齢
	３ 横浜市居住年数
	４ 前居住地域
	５ 職業及び職場・学校の所在地
	６ 住居形態
	７ 地域活動
	８ 投票所までの時間

	Ⅱ　市民生活
	１ 居住区
	２ 生活満足度
	３ 居住意向

	Ⅲ　政治意識
	１ 市政への関心
	２ 政治関心レベル
	３ 支持政党
	４ 政治・選挙意識
	（１） 政治は、われわれの日常生活とは切り離せないものだ
	（２） 選挙があるからこそ、有権者の声が政治に反映するようになる
	（３） 投票には行くが、それ以上は政治にかかわりたくない
	（４） われわれが努力したところで、政治はよくなるものではない


	Ⅳ　統一地方選挙での投票行動
	１　選挙を知った方法
	（１） 選挙を知った方法
	（２） 見聞きしたもの
	（３） 印象が強かったもの

	２  期日前投票、不在者投票について
	（１） 期日前投票、不在者投票の認知度
	（２） 臨時の期日前投票所について
	（３） 期日前投票、不在者投票のＰＲ

	３  投票への参加状況
	（１） 投票への参加状況
	（２） 投票の動機
	（３） 候補者選定の基準
	（４） 棄権の理由

	４  投票のご案内について
	（１） 「投票のご案内」の確認状況
	（２） 「投票のご案内」の持参状況
	（３） 「投票のご案内」を持参しなかった理由

	５  選挙運動の接触と効果
	（１） 見聞きした、すすめられた選挙運動等
	（２） 候補者の選定に役立った選挙運動等
	（３） 選挙運動等の有効率


	Ⅴ　投票率や制度の改善に関する意識
	１  投票率の低下
	２  棄権に対する考え方
	３  投票所施設
	（１） 投票所施設への不満の有無
	（２） 投票所施設への不満点

	４  身体に重度の障害のある方等の郵便投票制度の認知
	５  病院・高齢者施設等に入院・入所している方の施設内投票制度の認知

	Ⅵ　選挙意識
	１  政治家の寄附が罰則の対象となることの認知と認知媒体
	２  罰則をもって禁止されている寄附にあたるもの


	第４　資料編
	Ⅰ 統一地方選挙（神奈川県知事選挙）の行政区別投票率
	Ⅱ 統一地方選挙（神奈川県知事選挙）の年代別投票資料

	（付）
	１ 投票のご案内に同封された統一地方選挙特集号（選挙情報チラシ）
	２ 調査票及び単純集計結果




